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鉄
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
二
十
四
の
特
定
事
業
等
）

（
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
二
十
四
の
特
定
事
業
等
）

第
五
十
四
条
の
十
三
の
二
十
四

（
略
）

第
五
十
四
条
の
十
三
の
二
十
四

（
略
）

２

法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
二
十
四
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
認
定

２

法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
二
十
四
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
認
定

特
定
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

特
定
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

者
と
す
る
。

者
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業

認
定
特
定
事
業
者
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業

認
定
特
定
事
業
者
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の

る
も
の

イ

中
心
市
街
地
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
中
心
市
街
地
（
以
下
本
号

イ

中
心
市
街
地
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
中
心
市
街
地
（
以
下
本
号

に
お
い
て
「
特
定
中
心
市
街
地
」
と
い
う
。
）
の
区
域
に
係
る
貨
物
の
集
貨
又

に
お
い
て
「
特
定
中
心
市
街
地
」
と
い
う
。
）
の
区
域
に
係
る
貨
物
の
集
貨
又

は
配
達
を
継
続
し
て
行
う
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十

は
配
達
を
継
続
し
て
行
う
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十

三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
全
部
又

三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
全
部
又

は
大
部
分
か
ら
当
該
集
貨
又
は
配
達
に
係
る
業
務
の
委
託
を
受
け
て
同
法
第
二

は
大
部
分
か
ら
当
該
集
貨
又
は
配
達
に
係
る
業
務
の
委
託
を
受
け
て
同
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業

条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
又
は
貨
物
運
送
取
扱
事
業

法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
第
一
種
貨
物

法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
第
一
種
利
用

利
用
運
送
事
業
を
行
う
者
又
は
行
お
う
と
す
る
者

運
送
事
業
を
行
う
者
又
は
行
お
う
と
す
る
者

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
法
第
七
百
条
の
六
第
五
号
の
事
業
及
び
用
途
）

（
法
第
七
百
条
の
六
第
五
号
の
事
業
及
び
用
途
）

第
五
十
六
条
の
五

法
第
七
百
条
の
六
第
五
号
に
規
定
す
る
陶
磁
器
製
造
業
、
木
材
加

第
五
十
六
条
の
五

法
第
七
百
条
の
六
第
五
号
に
規
定
す
る
陶
磁
器
製
造
業
、
木
材
加



- 2 -

工
業
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同

工
業
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同

号
に
規
定
す
る
製
造
工
程
に
お
け
る
焼
成
又
は
乾
燥
の
用
途
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
事

号
に
規
定
す
る
製
造
工
程
に
お
け
る
焼
成
又
は
乾
燥
の
用
途
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
事

業
場
に
お
い
て
使
用
す
る
機
械
又
は
装
置
の
動
力
源
の
用
途
そ
の
他
の
政
令
で
定
め

業
場
に
お
い
て
使
用
す
る
機
械
又
は
装
置
の
動
力
源
の
用
途
そ
の
他
の
政
令
で
定
め

る
用
途
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
を
営
む
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

る
用
途
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
を
営
む
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

鉄
道
（
軌
道
を
含
む
。

駅
（
専
用
側
線
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。

鉄
道
（
軌
道
を
含
む
。

駅
（
専
用
側
線
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。

）
に
係
る
貨
物
利
用
運

）
の
構
内
に
お
い
て
専
ら
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平

）
に
係
る
貨
物
運
送
取

）
の
構
内
に
お
い
て
専
ら
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
（
平

送
事
業
又
は
鉄
道
貨
物

成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す

扱
事
業
又
は
鉄
道
貨
物

成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す

積
卸
業

る
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
う
ち
同
条
第
四
項
に
規
定
す

積
卸
業

る
貨
物
運
送
取
扱
事
業
の
う
ち
同
条
第
四
項
に
規
定
す

る
鉄
道
運
送
事
業
者
の
行
う
貨
物
の
運
送
に
係
る
も
の

る
鉄
道
運
送
事
業
者
の
行
う
貨
物
の
運
送
に
係
る
も
の

又
は
鉄
道
（
軌
道
を
含
む
。
）
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
貨

又
は
鉄
道
（
軌
道
を
含
む
。
）
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
貨

物
の
鉄
道
（
軌
道
を
含
む
。
）
の
車
両
へ
の
積
込
み
若

物
の
鉄
道
（
軌
道
を
含
む
。
）
の
車
両
へ
の
積
込
み
若

し
く
は
取
卸
し
の
事
業
の
た
め
に
使
用
す
る
フ
ォ
ー
ク

し
く
は
取
卸
し
の
事
業
の
た
め
に
使
用
す
る
フ
ォ
ー
ク

リ
フ
ト
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
機
械
で
、
道
路
運
送
車

リ
フ
ト
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
機
械
で
、
道
路
運
送
車

両
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の

両
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の

以
外
の
も
の
の
動
力
源
の
用
途

以
外
の
も
の
の
動
力
源
の
用
途

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
二
十
二
号
の
施
設
）

（
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
二
十
二
号
の
施
設
）

第
五
十
六
条
の
三
十
七

法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る

第
五
十
六
条
の
三
十
七

法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第

政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
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三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
若
し
く
は
貨
物
自
動

三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
若
し
く
は
貨
物
自
動

車
運
送
事
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
又
は
貨
物

車
運
送
事
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
又
は
貨
物

利
用
運
送
事
業
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
う
ち
同
条
第

運
送
取
扱
事
業
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
貨
物
運
送
取
扱
事
業
の
う
ち
同
条
第

四
項
に
規
定
す
る
鉄
道
運
送
事
業
者
の
行
う
貨
物
の
運
送
に
係
る
も
の
若
し
く
は
同

四
項
に
規
定
す
る
鉄
道
運
送
事
業
者
の
行
う
貨
物
の
運
送
に
係
る
も
の
若
し
く
は
同

条
第
八
項
に
規
定
す
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
う
ち
同
条
第
三
項
に
規
定
す

条
第
九
項
に
規
定
す
る
第
二
種
利
用
運
送
事
業
の
う
ち
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
航

る
航
空
運
送
事
業
者
の
行
う
貨
物
の
運
送
に
係
る
も
の
（
当
該
第
二
種
貨
物
利
用
運

空
運
送
事
業
者
の
行
う
貨
物
の
運
送
に
係
る
も
の
（
当
該
第
二
種
利
用
運
送
事
業
に

送
事
業
に
係
る
貨
物
の
集
貨
又
は
配
達
を
自
動
車
を
使
用
し
て
行
う
事
業
（
特
定
の

係
る
貨
物
の
集
貨
又
は
配
達
を
自
動
車
を
使
用
し
て
行
う
事
業
（
特
定
の
者
の
需
要

者
の
需
要
に
応
じ
て
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
経
営
す
る

に
応
じ
て
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
経
営
す
る
者
が
そ
の

者
が
そ
の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
事
務
所
以
外
の
施
設
と
す
る
。

本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
事
務
所
以
外
の
施
設
と
す
る
。

附

則

附

則

（
法
附
則
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
特
定
民
間
施
設
等
）

（
法
附
則
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
特
定
民
間
施
設
等
）

第
十
六
条
の
二
の
九

（
略
）

第
十
六
条
の
二
の
九

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

17

17

法
附
則
第
三
十
二
条
の
四
第
十
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
認
定
特
定
事
業

法
附
則
第
三
十
二
条
の
四
第
十
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
認
定
特
定
事
業

18

18

者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
認
定
特
定
事
業
者
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
認
定
特
定
事
業
者
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

当
す
る
も
の

イ

中
心
市
街
地
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
中
心
市
街
地
（
以
下
本
号

イ

中
心
市
街
地
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
中
心
市
街
地
（
以
下
本
号

に
お
い
て
「
特
定
中
心
市
街
地
」
と
い
う
。
）
の
区
域
に
係
る
貨
物
の
集
貨
又

に
お
い
て
「
特
定
中
心
市
街
地
」
と
い
う
。
）
の
区
域
に
係
る
貨
物
の
集
貨
又

は
配
達
を
継
続
し
て
行
う
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

は
配
達
を
継
続
し
て
行
う
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
全
部
又
は
大
部
分
か
ら
当
該
集
貨
又
は
配

る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
全
部
又
は
大
部
分
か
ら
当
該
集
貨
又
は
配

達
に
係
る
業
務
の
委
託
を
受
け
て
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物

達
に
係
る
業
務
の
委
託
を
受
け
て
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
第

自
動
車
運
送
事
業
又
は
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
第

一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
行
う
者
又
は
行
お
う
と
す
る
者

一
種
利
用
運
送
事
業
を
行
う
者
又
は
行
お
う
と
す
る
者
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ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

19

28

19

28
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○
道
路
交
通
事
業
抵
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
二
百
六
十
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
条

法
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
の
う
ち

第
二
条

法
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
の
う
ち

、
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
並
び
に

、
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
並
び
に

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十

三
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
取
消
し
の
権
限
が
地
方
運
輸
局

三
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
取
消
し
の
権
限
が
地
方
運
輸
局

長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
貨
物

長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
二
種
利
用
運
送
事
業
（
貨
物
運
送

利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
許

取
扱
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
の

可
の
取
消
し
の
権
限
が
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
関

取
消
し
の
権
限
が
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
関
す
る

す
る
も
の
は
、
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
。

も
の
は
、
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
。
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○
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
商
業
施
設
等
の
特
別
償
却
）

（
商
業
施
設
等
の
特
別
償
却
）

第
二
十
八
条
の
十

（
略
）

第
二
十
八
条
の
十

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

12

12

法
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
表
の
第
八
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

法
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
表
の
第
八
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

13

13

法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
と
す
る
。

法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
と
す
る
。

一

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送

一

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
を
営
む
法
人
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）

事
業
を
営
む
法
人
又
は
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
営
む
法
人

第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
第
一
種
利
用
運
送
事
業
を
営
む
法
人

二

（
略
）

二

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

14

21

14

21

（
商
業
施
設
等
の
特
別
償
却
）

（
商
業
施
設
等
の
特
別
償
却
）

第
三
十
九
条
の
五
十
三

（
略
）

第
三
十
九
条
の
五
十
三

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

12

12

法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
表
の
第
八
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
政
令
で
定

法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
表
の
第
八
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
政
令
で
定

13

13

め
る
連
結
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
連
結
法
人
と
す
る

め
る
連
結
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
連
結
法
人
と
す
る

。

。

一

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送

一

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
を
営
む
連
結
法
人
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る

事
業
を
営
む
連
結
法
人
又
は
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る

第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
営
む
連
結
法
人

第
一
種
利
用
運
送
事
業
を
営
む
連
結
法
人

二

（
略
）

二

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

14

21

14

21
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○
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
四
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
事
業
）

（
法
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
事
業
）

第
一
条
の
十
一

法
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲

第
一
条
の
十
一

法
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲

げ
る
事
業
と
す
る
。

げ
る
事
業
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

貨
物
利
用
運
送
事
業

三

貨
物
運
送
取
扱
事
業
及
び
通
運
計
算
事
業

四
～
十
六

（
略
）

四
～
十
六

（
略
）
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○
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
保
管
場
所
の
要
件
）

（
保
管
場
所
の
要
件
）

第
一
条

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
一
条

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
三
条
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る

第
三
条
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る

。

。

一

当
該
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
と
の
間
の
距
離
が
、
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（

一

当
該
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
と
の
間
の
距
離
が
、
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（

法
第
十
三
条
第
二
項
の
運
送
事
業
用
自
動
車
で
あ
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
国
土

法
第
十
三
条
第
二
項
の
運
送
事
業
用
自
動
車
で
あ
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
国
土

交
通
大
臣
が
運
送
事
業
（
同
条
第
一
項
の
自
動
車
運
送
事
業
又
は
第
二
種
貨
物
利

交
通
大
臣
が
運
送
事
業
（
同
条
第
一
項
の
自
動
車
運
送
事
業
又
は
第
二
種
利
用
運

用
運
送
事
業
を
い
う
。
）
に
関
し
土
地
の
利
用
状
況
等
を
勘
案
し
て
定
め
る
地
域

送
事
業
を
い
う
。
）
に
関
し
土
地
の
利
用
状
況
等
を
勘
案
し
て
定
め
る
地
域
に
当

に
当
該
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が
在
る
と
き
は
、
当
該
地
域
に
つ
き
国
土

該
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が
在
る
と
き
は
、
当
該
地
域
に
つ
き
国
土
交
通

交
通
大
臣
が
定
め
る
距
離
）
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

大
臣
が
定
め
る
距
離
）
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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○
労
働
時
間
の
短
縮
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
一
部
の
委
任
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
四
年
政
令
第
二
百
九

十
号
）
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
等
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
等
）

第
二
条

法
に
規
定
す
る
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
の
権
限
に
属
す

第
二
条

法
に
規
定
す
る
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
の
権
限
に
属
す

る
事
務
で
あ
っ
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
に
係
る
も
の
（
法
第
八
条
第
四

る
事
務
で
あ
っ
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
に
係
る
も
の
（
法
第
八
条
第
四

項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
記
載

項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
記
載

さ
れ
た
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
場
の
す
べ
て
が
一
の
都
道
府
県
の

さ
れ
た
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
場
の
す
べ
て
が
一
の
都
道
府
県
の

区
域
内
に
あ
る
労
働
時
間
短
縮
実
施
計
画
（
次
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く

区
域
内
に
あ
る
労
働
時
間
短
縮
実
施
計
画
（
次
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
に
係
る
も
の
は
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
の
属
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う

。
）
に
係
る
も
の
は
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
の
属
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う

こ
と
と
す
る
。

こ
と
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

五

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

貨
物
利
用
運
送
事
業

ハ

貨
物
運
送
取
扱
事
業
及
び
通
運
計
算
事
業

ニ
～
タ

（
略
）

ニ
～
タ

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
三
百
六
十
五
号
）
（
傍
線
の

部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
関
す
る
特
例
）

（
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
関
す
る
特
例
）

第
八
条

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
自
動

第
八
条

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
自
動

車
運
送
事
業
者
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
規

車
運
送
事
業
者
又
は
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
規

定
に
よ
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
特
定
事
業
者
で
あ
る
場
合

定
に
よ
る
第
二
種
利
用
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
特
定
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
お

に
お
け
る
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
中
「
法
第
十
七
条
」
と
あ

け
る
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
中
「
法
第
十
七
条
」
と
あ
る
の

る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十

は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
七
条

七
条
」
と
、
前
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
「

」
と
、
前
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
「
法
第

法
第
二
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

二
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
条
第
一
項
」
と
す
る
。

て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
条
第
一
項
」
と
す
る
。
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○
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
六
十
三
号
）
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
貨
物
運
送
効
率
化
事
業
に
係
る
施
設
）

（
貨
物
運
送
効
率
化
事
業
に
係
る
施
設
）

第
三
条

法
第
四
条
第
四
項
第
五
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
特
定
の
中
心
市
街

第
三
条

法
第
四
条
第
四
項
第
五
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
特
定
の
中
心
市
街

地
か
ら
の
貨
物
の
集
貨
又
は
当
該
中
心
市
街
地
へ
の
貨
物
の
配
達
を
継
続
し
て
行
う

地
か
ら
の
貨
物
の
集
貨
又
は
当
該
中
心
市
街
地
へ
の
貨
物
の
配
達
を
継
続
し
て
行
う

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八

十
三
号
）
第
三
条
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
又
は
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事

十
三
号
）
第
三
条
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
又
は
第
一
種
利
用
運
送
事
業
者

業
者
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
七
項
に

（
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定

規
定
す
る
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
に
つ
い
て
同
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受

す
る
第
一
種
利
用
運
送
事
業
に
つ
い
て
同
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
を

け
た
者
を
い
う
。
）
の
全
部
又
は
大
部
分
が
利
用
す
る
た
め
の
施
設
と
す
る
。

い
う
。
）
の
全
部
又
は
大
部
分
が
利
用
す
る
た
め
の
施
設
と
す
る
。
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○
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
総
合
政
策
局
の
所
掌
事
務
）

（
総
合
政
策
局
の
所
掌
事
務
）

第
四
条

総
合
政
策
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
条

総
合
政
策
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三
十

（
略
）

一
～
三
十

（
略
）

三
十
一

貨
物
利
用
運
送
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
一

貨
物
運
送
取
扱
事
業
及
び
通
運
計
算
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

三
十
二
～
六
十
二

（
略
）

三
十
二
～
六
十
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
複
合
貨
物
流
通
課
の
所
掌
事
務
）

（
複
合
貨
物
流
通
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
八
条

複
合
貨
物
流
通
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
八
条

複
合
貨
物
流
通
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

貨
物
利
用
運
送
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

一

貨
物
運
送
取
扱
事
業
及
び
通
運
計
算
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）


